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3 月 20 日に、第 4 回の憲法調査会（通算

44 回目）が開かれました。

　自由討議

　「条約と憲法（イラク問題・北朝鮮問題をめぐって）

-日本国憲法及び国際連合憲章・日米安全保障条約の

視点から-）」をテーマに自由討議を行いました。

◎自由討議における各委員からの発言の概要（発言

順）

●各会派一巡目の発言

谷　川　和　穗君（自民）

・国際連盟が軍事的な制裁制度を持たなかったために

機能しなかったことへの反省を受けて、国連憲章で

は、軍事的な制裁措置を定めており、この点が同憲

章の大きな特徴であると言える。安保理決議 678・

687 は、国連の軍事的な制裁措置を認めた事例であ

る。

・ 9 条 2 項後段の「交戦権」の政府解釈は、交戦国が

国際法上有する種々の権利の総称を意味するとする

が、英文では、“the right of belligerency of the

state”となっていることにかんがみれば、これは正

しくないと考える。また、「前項の目的を達するた

め」という 9 条 2 項前段の文言が同項後段の「国の

交戦権はこれを認めない」との文言にかかるもので

あるかどうかについては、（a）かかると解釈した場

合には、国際紛争を解決する手段としての国権の発

動たる戦争、武力による威嚇、武力の行使の場合以

外における交戦権はあると解釈すべきなのかという

疑問が生じるし、また、（b）かからないと解釈した

場合には、自衛権の保持を認めながら、交戦権を否

認するのかという疑問が生じる。これらの点につい

て、議論すべきであると考える。

前　原　誠　司君（民主）

・国連憲章は、自衛権行使の場合及び安保理決議があ

る場合に限って例外的に武力行使を認めているが、

イラク攻撃は、次の理由から、この例外に当たらな

いと考える。

a. 米国が主張する先制攻撃はテロ活動への対処

として全く理解できないわけではないが、自衛

権行使の 3 要件（急迫不正の侵害があること、

他にとる手段がないこと、侵害に反撃するため

に必要な限度であること）に該当せず、現時点

における確立された国際法上認められないこと。

b. 米国が法的根拠とする安保理決議について、

1441 に関しては、自動的に武力行使を認めたも

のとすることは恣意的な解釈であること及び

678・687 に関しては、武力行使を認めるもので

あるが、現在、平和が脅かされているか否かの

判断は、安保理が決定すべき事項であることか

ら、一部の国の決議の解釈により武力行使を行

うことは国連憲章違反であること。

・国連憲章上正当化されないイラク攻撃を我が国が支

持することは、98 条 2 項の条約遵守義務や、99 条の

公務員の憲法遵守義務に違反しており、小泉首相の

政治責任を追及したい。

・政府及び与党は、北朝鮮問題との関連で米国支持を

打ち出さざるを得ないとするが、これは、国際協調

主義と憲法に反するものであり、また、イラク攻撃

により国連が機能不全に陥り、北朝鮮問題の国連で

の対処がむしろ困難になることを考慮すると、米国

の単独主義的行動を支持するよりは、安保理の機能

維持に努めることが大事であると考える。

・我が国は、米国にとって重要な基地を提供し、多く

の経費を負担しているのであるから、その貢献を明

らかにしつつ、我が国のスタンスを主張すべきであ

る。

赤　松　正　雄君（公明）

・英国、日本、米国とも反対の世論があったにもかか

わらず、イラク攻撃という事態に至ったことは残念

である。しかし、（a）国際無差別テロに国際社会が

どのように立ち向かうか答えが出ていない状況であ

ること、（b）大量破壊兵器がテロリストの手に渡る

可能性があること、（c）化学兵器の査察が困難であ

ること等を考慮すると、武力行使を容認する新たな
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決議が採択されなかったといえども、今回の米国の

行動を支持できないとは言い切れない。

・テロへの対応において国際法や国連の仕組みは現実

に追いついておらず、米国の行動は、国際社会犯罪

の取締りのための国連警察軍的行動、あるいは「テ

ロ撲滅介入」であるとも評価できる。

・日米同盟の堅持、武力行使への不参加、イラクの戦

後復興への主体的協力等を内容とする小泉政権のイ

ラク攻撃に対する方針には大筋賛成であるが、国民

への説明不足は否めない。

・日米関係の在り方としては、我が国は友人として忠

告すべきであるが、外務省をはじめとする我が国政

府当局者には、米国に対し屈折した心理があるよう

に感じられる。これは、戦後の占領期に醸成された

卑屈な対米観や戦後民主主義教育の影響がある。

・9 条や前文のみによって世界の現状に立ち向かえる

か疑問である。我が国が日米安保条約を基軸とし、

国際協調を重視することに異論はないが、これをよ

り強固にしていくために、憲法を整理する必要があ

る。

藤　島　正　之君（自由）

・米国の一極支配が続く国際社会において、国連の役

割が問われている。イラク攻撃の法的根拠について、

米国及び日本は、安保理決議 678、687 及び 1441 を

挙げているが、これには国連事務総長及び各国から

疑問が呈されており、国際法上違法と考えざるを得

ない。国際の平和及び安全の維持に関する措置を米

国が決定するという事態は、国連の機能に対する重

大な問題を投げかけていると考える。

・イラク問題に対するこれまでの政府の対応は、曖昧

な態度に終始しており、経済大国としてとるべきも

のではない。また、これは、重要事項については意

思決定過程においても国民に対する説明責任を果た

すべきとする民主主義の要請にも反する。

・安全保障問題については、これまでのような場当た

り的対応ではなく、憲法に有事への対応に関する規

定を設けるとともに、恒久法を整備すべきである。

また、自衛隊が、武器使用の問題も含め、他国の軍

隊と同様の行動をとることができるようにすべきで

ある。

・北朝鮮問題は、日本の安全保障に直結する問題であ

る。平壌宣言の枠組みは破綻していると認識してお

り、今後、日本は、北朝鮮に対し、米韓との連携を

図りつつ、経済制裁をも辞さない強い態度で臨むべ

きである。

春　名　 　章君（共産）

・イラク攻撃については、（a）査察による平和的解決

の道筋が示されていたにもかかわらず、米国が独断

でこれを断ち切り、武力行使に訴えたこと、（b）

国連憲章及び一連の安保理決議に基づくものでなく、

また、フセイン政権打倒という目的は国連憲章上禁

止されている内政干渉に当たるものであり、国際社

会が築いてきた平和の枠組みを破壊しかねないこと、

（c）一般市民等にもたらす被害が甚大であること等

の理由から、道理や大義を認めることはできず、

即刻中止を求める。

・イラク問題に対する政府の対応については、（a）米

国の方針を支持する根拠を説明できていないこと、

（b）米国追随の態度は危険であり、米国の誤りを

正すことこそが、日本の国益につながり、また、国

民世論に合致すること、（c）日本は、戦争放棄及び

戦力不保持を憲法に掲げ、また、イラクと良好な

関係を保ってきた国家として、国際ルールの擁護に

特別の責務を負っていること等の理由から問題であ

り、政府は、攻撃中止を米国に働きかけるべきであ

る。

植　田　至　紀君（社民）

・小泉首相によるイラク攻撃に対する支持の表明は、

憲法、国際社会の大勢、平和への努力等に背を向け、

攻撃に加担することを意味する。日米同盟と国際協

調との両立を図るというのであれば、米国に攻撃の

自重を促すのが筋であり、日米同盟を抜きにして国

際協調はあり得ないとする政府の考え方は、国連憲

章の精神を確認する日米安保条約の前文の趣旨をも

取り違えたものであり、主権国家としてとるべきも

のではない。

・イラク攻撃の根拠として挙げられている安保理決議

678、687 及び 1441 は、武力行使を容認するもので

はなく、したがって、イラク攻撃は、国連憲章に違

反する行為である。

・日本は、武力行使が国際秩序及び国際協調の枠組み

に反する行為であることを認識した上で、「正しい

戦争」をも否定するという点で国連憲章を進化させ

た内容を有する日本国憲法にのっとり、現実的な選

択として、平和な未来を切り開くことに責任をもっ

て対応していくべきである。

井　上　喜　一君（保守新党）

・イラク・北朝鮮の問題は、現行憲法や条約を前提と

して、日本の安全保障をどのように考えるかという

問題である。現在、日本の周辺地域には、さまざま
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な不安定要因があり、そのような状況を踏まえれば、

日本の安全保障体制の強化が必要である。その際、

日本一国のみで安全保障体制を完結させることは不

可能であり、可能な限り日本の防衛力を整備するこ

とは当然として、他国との協調が不可欠である。

 ・我が国の安全保障の問題を考えるに当たっては、

（a）専守防衛の考え方、（b）集団的自衛権の行使に

関する考え方を見直す必要がある。集団的自衛権

の行使に関しては、国連の活動に積極的に参加する

とともに、米国との一層の協力関係を築くため、柔

軟に考えるべきある。

・国連は、イラク問題等について、設立当初に期待さ

れた機能を果たしていないが、軍事力行使以外の分

野、例えば、多国間の対話、復興の援助等の分野で

は、大きな成果を上げている。今後国連はこのよう

な分野で積極的にその役割を果たすべきである。

・我が国の安全保障の問題を考えるに当たっては、国

連に過度の期待をすることなく、あくまで日米安全

保障体制の下での対処を中心とすべきである。

●各会派一巡後の発言（発言順）

葉　梨　信　行君（自民）

・今回の米国のイラクに対する武力攻撃の法的根拠は、

自衛権の行使であると考える。大量破壊兵器がイラ

クからテロリストの手に渡る危険性を考えれば、自

衛権行使の要件である「急迫不正の侵害」があると

言えるのではないか。また、安保理決議 1441 は、武

力攻撃を政治的に正当化する理由となるのではない

か。

・1999 年の NATO によるユーゴ空爆は、人道的介入を

理由として、フランス、ドイツも参加して行われた

ものであるが、その際、武力行使を容認する安保理

決議はなされていない。その後、ユーゴ空爆につい

ては、国際社会において問題視されていないと認識

しているが、委員各位は、この点についてどのよう

に考えるか。

杉　浦　正　健君（自民）

・共産党、社民党の委員から憲法を金科玉条とするよ

うな発言があったが、憲法の制定過程において、左

派社会党の議員が、国を自衛する武力を持つことが

できないような憲法には反対であると国会において

発言し、共産党もこれに同調したと記憶している。

・葉梨委員の問題提起については、安保理がすべてを

決めるものではないことを認識すべきである。安保

理を過大評価してはならない。

・イラク攻撃の法的根拠は、自衛権の行使であると考

える。イラク攻撃については、米国の議会もこれを

承認しており、また、安保理決議 1441 もその正当性

を補強するものである。

・日本は、戦争の被害を最小限にとどめるよう努力す

べきである。また、安保理は米国に対し適切な処置

をとる義務があり、そのことを通じ、国連の機能回

復を図るべきである。

島　　　　　聡君（民主）

・英国では、投票によって個々の国会議員がイラク攻

撃に対する賛否を明確にする機会があった。同じ議

院内閣制をとる日本において、イラク攻撃に対する

態度を表明する機会がないのはおかしく、そのよう

な機会を設けることができるかを検討すべきである。

・北朝鮮のミサイル問題等があるので米国を支持する

のはやむを得ないとの雰囲気があるが、その事実認

識が正しいのか、十分考える必要がある。また、ミ

サイル問題に関しては、集団的自衛権行使に係る政

府解釈を見直す必要がある。

・小泉首相がイラク攻撃を支持していることは、98 条

2 項、99 条違反である。首相は、違反した責任をとっ

て辞職すべきである。

中　川　正　春君（民主）

・イラク問題について、日本が国としての意思を表明

できていないことに無力感を感じる。また、国とし

ての意思を明確にすることができないような首相を

戴いている日本は、大変、不幸である。

・イラク攻撃の法的根拠が安保理決議 1441、678、687

であるならば、なぜ武力行使を容認する新たな決議

を得ようとしていたのか、明らかな論理矛盾ではな

いか。

・イラク攻撃を支持するという小泉首相の判断につい

て、北朝鮮問題とイラク問題の関係についての認識

を含め、国会で議論すべきである。小泉首相の判断

は、平和を構築していこうという国民の意思に明ら

かに反しており、小泉首相は直ちに退陣すべきであ

る。

中　川　昭　一君（自民）

・イラク問題と北朝鮮問題については、テロ、大量破

壊兵器、自国民に対する人権弾圧等の共通点がある。

・北朝鮮問題は、日本にとってより直接的な問題であ

り、日本は当事者とも言える。平壌宣言については、

日本の目論見がはずれたとの指摘があるが、むしろ

目論見がはずれたのは、平壌宣言により経済援助等

が期待できると考えていた北朝鮮の方である。
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・イラク攻撃は、国連憲章や国際ルールに違反してい

ないと考える。

・英国においてイラク攻撃を支持する政府動議が賛成

多数で可決された際、与党の反対も多かったが、野

党の賛成も少なくなかったことは、健全な民主主義

の姿である。

森　岡　正　宏君（自民）

・国連による平和の維持には限界がある。外交は「正

義」を求めつつも、力と国際関係の中で決まってい

くものであり、国連によって常に「正義」が行われ

るとは限らない。国連に頼りすぎるのは問題であり、

どの国も国益によって行動していることを忘れては

ならない。

・査察の継続では、大量破壊兵器の廃棄を実現するこ

とはできないのではないか。イラク攻撃に反対する

野党委員は、どのような対案を持っているのか。ま

た、テロや生物兵器の脅威についてどのように考え

るか。

・谷川委員が指摘する 9 条 2 項の「交戦権」の問題を

議論すべきである。また、北朝鮮問題を踏まえ、集

団的自衛権の行使に関する内閣法制局の解釈を早急

に見直す必要がある。

山　口　富　男君（共産）

・日本は、憲法の平和主義及び国連憲章を守る立場か

ら、米国の行う戦争の適法性について考えるべきで

ある。国連のアナン事務総長やブリクス査察委員長

が平和的解決を志向していることを踏まえれば、イ

ラク攻撃には大きな問題があると考える。

・大量破壊兵器について、国連が査察の徹底による対

処をしようとしていたにもかかわらず、米国がこれ

を妨げたことは問題であると考える。

・共産党が、憲法制定時に、自衛力を持たない憲法に

反対する左派社会党の議員の意見に同調していたと

の杉浦委員の発言については、私は中身を知らない

が、そういう議論には同調しない。

・NATO によるユーゴ空爆については、人道的介入論自

体には議論もあろうが、正しくなかったという見解

が国際的な認識であると考える。

金　子　哲　夫君（社民）

・現在、国際秩序の在り方として、国連や国連決議等

に基づく「法の支配」によるのか、あるいは「力に

よる支配」を認めるのかという分岐点に立たされて

いると考える。

・国連憲章では、（a）武力攻撃を受けた際の自衛権の

発動の場合、（b）安保理決議に基づく国連の軍事的

制裁の場合にのみ、武力行使を容認しているが、イ

ラク攻撃は、このいずれの場合にも該当せず、国際

社会のルールを無視するものであると考える。

・政府は、安保理決議 1441 のみでは武力行使はできな

いとしていたにもかかわらず、イラク攻撃を支持す

ることは、「法の支配」を無視するものである。

・政府は、イラク攻撃の目的が、テロの撲滅から大量

破壊兵器の廃棄へ、そしてフセイン体制の打倒へと

変化してきていること、また、米国の単独行動主義

が国際ルールへの参加等に消極的であることを十分

に検証してから、日本としての態度を示すべきであ

り、またその際には、憲法が、国際紛争を解決する

手段としては、武力の行使を認めていないことを再

認識すべきである。

大　出　　　彰君（民主）

・9 条、国際法及び 2000 年 5 月 30 日の衆院本会議に

おける「戦争決別宣言決議」に基づくならば、イラ

ク問題については、当然、平和的な解決が図られる

べきであり、当調査会としては、小泉首相の米国支

持がこれらに反するということを指摘すべきである。

・安保理決議 1441 も武力行使を認めるものではない

とするのが一致した解釈であり、また、武力行使を

行うと中東和平のプロセスが壊れる以上、平和的に

査察     の方向で解決を図るべきである。

・日本としては、アメリカの戦略が先制攻撃をも辞さ

ないと変わってきている点について、国連の枠組み

に戻るようアメリカをいさめるべきである。

末　松　義　規君（民主）

・国際政治においては、力と正当性の両方が必要であ

るが、米国は、安保理でイラク攻撃の正当性を得ら

れず、国際社会における正当性も得られなかった。

小泉首相は、米国がイラク攻撃の正当性を失っても、

日米同盟に基づいてこれを支持するとしたが、米国

がたびたび正当性のない戦争を行う場合、日本もこ

れに巻き込まれ、実質的に集団的自衛権の行使に踏

み込んでしまうおそれがある。

・査察を継続すれば、より少ない費用でイラクの大量

破壊兵器の製造等が防止できたのに対し、米国の戦

争を支持した場合、戦費や復興支援等に数十兆円の

費用がかかり、日本もこれに対し応分の負担をする

ことになる。むしろ、北朝鮮などに対するミサイル

防衛を充実させる方が、国民の不安を取り除き、よ

ほど国益に適うと考える。

・20 世紀型の戦争に訴えるのではなく、21 世紀型の査
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察等による平和的な解決を図ることを模索すべきで

あり、また、そのことが憲法の趣旨に適うと考える。

大　畠　章　宏君（民主）

・小泉首相は、国民の多くが戦争に懐疑的な中、米国

の行動を支持する旨を表明したが、この発言は、憲

法の平和主義や国連中心主義に反すると考える。

・国連憲章前文は、二度にわたる戦争への反省から、

武力行使は安保理の制約に服することを謳っている

が、米英が安保理の制約から離れてイラク攻撃を行

おうとしている現在、武力行使の際の基準が曖昧に

なっていると考える。

・日本としては、憲法と国連憲章に照らして、まずは

国連で合意できる方法を模索することが必要である

と考える。

仙　谷　由　人君（民主）

・武力攻撃を禁止する規範として結実した国連憲章の

諸原則を踏まえ、イラク攻撃を考えるべきである。

・イラク攻撃は、国連憲章 2 条の国連の行動でないと

すると、53 条に違反するものと考える。

・米国は、イラクが危険な存在であり、また、国連に

よる解決が限界であるという自国のみの判断により、

イラク攻撃をしようとする。これは、自力救済を認

めないという近代法・現代法で築いてきた原則に照

らして認められない。

杉　浦　正　健君（自民）

・小泉首相による米国の支持は、何ら憲法に違反する

ものではない。イラクに非があることは、安保理決

議 1441 で既に決定している。

・英国議会においてイラク攻撃参加に関する政府動議

が審議されたとの発言があったが、英国は、軍を武

力行使に参加させるという日本とは全く異なった事

情があり、英国と日本とを同一には論じられない。

・イラク攻撃が国連憲章 51 条に定める要件を満たす

のかどうかは議論があるが、米国議会と国内世論が

イラクに対する予防的武力行使を支持していること

などの状況をも勘案する必要がある。

奥　野　誠　亮君（自民）

・イラク攻撃に関して日本の安全保障の観点からの議

論が少ないが、国の安全を守ることが国にとって一

番大事なことである。一昨年 9 月にテロを受けた米

国は、国際社会からテロや大量破壊兵器をなくすこ

とで、自国と世界の平和を守ろうとしているのであ

り、これは、日本の安全保障にも関連することであ

る。

・国連によって平和を守ることを願うものであるが、

日本は国連憲章においていまだ「敵国」とされてお

り、安保理の常任理事国でもなく、また、国連の制

裁制度も機能していない。他に比べて不安定な地域

にある日本の安全を国連が守ることができないのな

ら、やはり、同盟国の力に頼る必要がある。その意

味で、集団的自衛権について検討する必要がある。

・テロや大量破壊兵器の問題は、日本にも関わること

であり、日本の米国支持は当然である。テロや大量

破壊兵器をなくそうと思えば、米国のやり方はやむ

を得ない。

野　田　　　毅君（自民）

・米国の軍事的圧力によって査察が開始されたことに

かんがみれば、単に査察の継続を主張するだけでは、

大量破壊兵器の廃棄は期待できず、また、国連決議

に基づいて多国籍軍が組織されることが望ましかっ

たが、拒否権を有するフランスが反対していた事情

等を勘案すれば、日本が米国を支持するのはやむを

得ない。

・北朝鮮が核兵器や生物化学兵器を保有しようとする

今、日本は、国連に過大な期待を抱いているが、テ

ロや大量破壊兵器の問題について国連の枠組みで対

処できることは限られており、日本の安全を国連に

任せていいのかどうか疑問である。

・現在の国際秩序は、第二次世界大戦の戦勝国が作り

出したものであるが、日本は、自分で自分を守る体

制を築くことを前提に国際社会に関わるべきである。

首　藤　信　彦君（民主）

・イラクの行為が国際社会の脅威となるのか、また、

それに対してどのような行動をどのような範囲でな

し得るかを決定するのは安保理である。問題が発生

した場合に安保理が判断していないにもかかわらず

独自の判断で行動することこそが、国際社会にとっ

ての脅威である。

・日米同盟は国連憲章 53 条の「地域的取極」に当たる

ものであるが、国連憲章は、地域的取極を国連の目

的に合致する限りにおいて認めているのであり、地

域的取極である日米同盟を国際協調に優先させると

いう小泉首相の判断は問題であり、憲法 98 条 2 項に

違反する。

・ブッシュ大統領は、国連が立ち上がらないから米国

が行動を起こすと述べているが、国連と米国を支持

する有志連合との関係について議論すべきである。

・小泉首相の米国の支持は、98 条 2 項に違反するもの
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であると考えるが、小泉首相は、米国への支持が同

項に違反しない理由を説明すべきである。

中　山　正　暉君（自民）

・世界連邦が成立し、世界平和が実現することを望む

ものであるが、いまだ国連は不完全な存在であるこ

と、平和実現に至るまでには悲しい戦争があるとい

う歴史があること、12 年かけてもイラクの大量破壊

兵器の廃棄が実現しないこと等にかんがみれば、米

国の行為はやむを得ないものであり、小泉首相によ

る米国の支持は正しいといえる。

倉　田　雅　年君（自民）

・「法の支配」が「力による支配」に負けてはならない

という意見は理解するが、国際社会では、「法の支

配」が「力による支配」を上回るには至っていな

い。

・日本にとって、北朝鮮問題の方が急迫した問題であ

り、その中で小泉総理が米国を支持したのはやむを

得ない。

・野党の委員は、米国に頼るのが情けないとするが、

そうであるなら、日本は、自分の国を自分で守れる

ようにすべきである。自国を守ることができて初め

て理想を語れるものである。

・ 9 条が自己防衛の権利を禁じていないということ

は、共通の理解となっており、テロを撲滅するため

特殊部隊を海外に派遣することが許されるかどうか

を検討すべきである。

中　野　寛　成君（民主）

・国連が不十分であるとの意見を認めるものであるが、

そうであるならば、国連の機能を守り育てる日常的

な努力が重要である。

・今回、イラクに非があるということは、ほぼ世界の

一致した意見である。国連で決議を行ってイラクへ

の措置をまとめ、国連として対応するという方向で

粘り強く努力すべきであった。

・日本は率先して国連を中心とした問題解決に努力し

たのか。さらに、日本は、安保理常任理事国の 5 分

の 3 が反対し、国連の大勢が反対しているとも言え

る中で行動を起こした米国を支持していいのか疑問

である。

今　後　の　開　会　予　定

日付
開会

時刻
会　議　の　内　容

H15
3.27

（木）

午前

9：00
憲法調査会（小委員長からの報告聴

取及び自由討議）

※諸般の事情により変更される可能性があります。

意 見 窓 口　「憲 法 の ひ ろ ば｣

　平成 1 2 年 2 月より、憲法について広く国民の声を

聴くため、意見窓口｢憲法のひろば｣を設けております。

これまでに寄せられた意見の総数及びその内訳

・受 付 意 見 総 数：2061 件（3/20 現在）

・媒 体 別 内 訳

葉　書 1278 封　書 394
ＦＡＸ 232 E-mail 157

・分 野 別 内 訳

前 文 111 天 皇 77
戦 争 放 棄 1418 権利・義務 54
国 会 33 内 閣 33
司 法 9 財 政 11
地 方 自 治 10 改 正 規 定 14
最 高 法 規 8 そ の 他 1212

・中間報告書に関する意見：8 件

　※ 複数の分野にわたる意見もございますので、分野

別内訳の総数は、受付総数とは一致しません。

【意見窓口『憲法のひろば』の宛先】

FAX 03－3581－5875

E-mail kenpou@shugiinjk.go.jp

郵　便　〒100-8960　　千代田区永田町 1－7－1

　　　　　衆議院憲法調査会「憲法のひろば」係

　いずれのご意見も、住所、氏名、年齢、職業、電話

番号を明記して下さい。

　このニュースは、衆議院憲法調査会における議論の

概要等を、簡潔かつ迅速にお知らせするために、憲法

調査会事務局の責任において要約・編集し、原則とし

て、開会の翌日に発行しているものです。

　正確かつ詳細な議論の内容については、会議録をご

参照ください。

《衆議院会議録議事情報》

http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/

htm/index_kaigiroku.htm

《国立国会図書館》

http://kokkai.ndl.go.jp/


